
 

番号 項 目 質  疑 回  答 

１ 

２、⑵ 火災予防条例（以下「条例」

という。）第４９条に規定する

劇場等の屋外の客席について、

２、⑵、アに規制対象が、２、

⑵、ウに規制対象外が記載され

ているが、条例第４９条の規制

の適用の判断基準を解説され

たい。 

 

 

 

２、⑵、アで示したように、条

例第４９条については、陸上競

技場、各種の屋外球技場及び競

馬場等（グラウンド部分を含

む。）並びに屋外音楽堂等の劇場

等として造られた施設における

屋外の客席部分を基本的な規制

対象とする。したがって、劇場等

として造られた施設ではない、

例えば、２、⑵、ウで示したよう

な公園等の場所で地面に客席を

設ける場合は規制対象外とな

る。 

２ 

２、⑵ マラソン等の観覧を目的と

して屋外に観覧スタンドを設

けた場合、花火大会の有料席を

設けた場合及びパレードで観

覧席を設けた場合等は、条例第

４９条の規制対象となるのか。 

明確なステージや競技エリア

等がなく、観覧席等のみを設け

た場合については、劇場等でな

いため、規制対象となる施設の

客席とは扱わない。 

３ 

３、⑴、イ、

、ｄ、(a) 

なお書きで示された、避難の

際に連結が容易に外れない措

置に関する記述について、ギャ

ンギングチェアの連結が観客

の避難の際に外れやすいもの

について、連結の補強方法（結

束バンド、テープ、重り等）が

例示されたが、どの程度の強度

が必要か。 

結束バンド、テープでの補強

の際の強度や重りの重量は、い

すの自重やギャンギングの強度

等が個々で異なるため、具体的

な数値等は示していない。避難

行動のほか、イベントの最中に

おいてもいすの連結が容易に外

れない措置を指導すること。 

 

４ 

３、⑴、イ、

 

いすの固定を要しない特例

基準の３、⑴、イ、 、ａから

ｃまでに該当したブロックを、

下図のように、一の劇場等の客

席内に複数設けた場合、それぞ

れに特例を適用してもよいか。 

 

質疑のように複数のブロック

を設けた場合だと、避難行動が

多様化する可能性があるため、

３、⑴、イ、 の特例は適用でき

ない。 



 

 

 

 

 

 

 

５ 

３、⑶ 条例第４８条第３号に規定

する立席について、奥行き１．

５ｍ以下の範囲内で、てすり等

を設けて立席のスペースを前

後に２分割することは、認めら

れるか。 

認めて支障ない。 

 

 

 

 

 

６ 

３、⑸、ア、

 

いす席の間隔と横に並んだ

いす席の席数が、条例第４８条

第５号イに示されているが、い

す席の間隔が、客席の部分ごと

によって違う場合、どの部分の

いす席の間隔をもって横に並

んだいす席の席数を判断する

のか。 

横に並んだいす席の席数の算

定に必要な「いす席の間隔」は、

いす席の前面のいす席の間隔を

もって、判断すること（下図参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

３、⑸、ア、

 

「縦通路及び横通路の幅員

は、避難する方向に向かって狭

めないこと。」とあるが、この内

容は法令事項か。 

行政指導事項である。 

 

 

 

８ 

３、⑹及び

４、⑹ 

屋内の客席の火災避難シミ

ュレーションによる特例と屋

外の客席の火災避難シミュレ

ーションによる特例とでは内

屋内と屋外とでは、火災避難

シミュレーションで解析する避

難完了時間の比較対象が異な

る。 

いす席の間隔
45cm

横に並んだ
いす席の席数を
13席以下とする

いす席の間隔
40cm

横に並んだ
いす席の席数を
18席以下とする

（両側に縦通路を有する場合）

（両側に縦通路を有する場合）

横通路

横に並んだ
いす席の席数を
20席以下とする

いす席の間隔
100cm

（両側に縦通路を有する場合）

舞台

ブロック ブロック



 

容が異なるが、その理由は何

か。 

屋内の客席基準の特例（３、

⑹）は、火災により発生した煙が

天井から蓄積し、避難に支障と

なる高さまで降下する間に、劇

場等の部分から避難できること

を確認し判断する。 

一方、屋外の客席基準の特例

（４、⑹）は、屋外では煙が蓄積

しないため、「計画する劇場等の

客席の避難完了時間」が、「条例

第４９条に適合する客席とした

場合の避難完了時間」より短い

ことを確認し判断する。 

 

９ 

３、⑹、ア 客席の両側に縦通路を保有

する部分の横に並んだいす席

の席数についての特例基準が

示されたが、片側のみに縦通路

を保有する部分についての特

例基準は示されないのか。 

片側のみに縦通路を保有する

場合は、各座席からの２方向避

難が出来ないため、縦通路まで

の歩行距離を一定以下にする必

要がある。そのため、片側のみに

縦通路を保有する場合は横に並

んだいすの席数の制限について

の通則的な特例基準は設けてい

ない。 

10 

３、⑹、ア、

 

防火対象物の一部分である

劇場等に条例第５１条の２に

規定する客席の特例を適用す

る場合、避難完了時間を算定す

る際の「避難口」は、どこに設

定すればよいか。 

劇場等に条例第５１条の２に

規定する特例を適用する場合

は、予測避難要綱第６、４、⑵に

おいて、居室避難完了時間が居

室避難限界時間を超えていない

こととしている。 

そのため、避難口は、防火対象

物の全体の出入口ではなく、劇

場等の出入口に設定すること。 

11 

３、⑹、ア、

 

下図のようなホールＡに観

覧席を設けて観覧場として使

用し、条例第５１条の２に規定

する基準の特例を適用する場

特例適用の範囲がホールＡの

みである場合は、ホールＢにつ

いての予測避難時間の算定は不

要である。 



 

合で、ホールＡに可動間仕切り

で仕切られたホールＢが隣接

している場合、予測避難時間の

算定に際して、ホールＢ部分を

考慮する必要はあるか。 

 

 

 

 

 

 

12 

３、⑹、ア、

 

条例第５１条の２の基準の

特例を適用しようとする場合

で、下図のように劇場等に２階

へ続くエスカレーターが設け

られている場合、予測避難時間

の算定に際して、２階はどのよ

うに取り扱えばよいか。 

 

 

 

 

 

２階を劇場等の一部として使

用する場合は、２階にも避難者

を配置した予測避難時間の算定

を行うこと。 

２階は通路等のみとして使用

し、劇場等として使用しない場

合は、２階に避難者を配置する

必要はないが、２階部分を含め

て避難限界時間（煙降下等）を算

定すること。 

 

 

13 

３、⑹、ア、

 

条例第５１条の２の基準の

特例を適用しようとする劇場

部分に、当該劇場部分を通って

のみ避難が可能な、劇場に隣接

する個室がある場合の火災避

難シミュレーションによる検

証範囲はいかにすべきか。 

質疑の場合、劇場だけでなく

隣接する個室にも実際の人員配

置に応じた避難者を配置し、当

該個室を火災室とした検証も併

せて行うこと。 

この際、最も条件が厳しい個

室を火災室として検証すること

で、避難上支障がないと判断で

きる場合は、他の個室部分を火

災室とした検証を省略して差し

支えない。 

 

 

２階 

１階 

イメージ図 

特例申請部分（劇場）

付室 個室１

個室２

個室３

物品販売店舗

廊下

飲食店

劇場


